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(2) 刑事施設における薬物依存離脱指導の徹底 

勧         告 説明図表番号 

【制度の概要】 

（刑事施設における薬物依存離脱指導の実施） 

 刑事施設においては、従前から、薬物事犯受刑者に対し、再乱用防止に向けた

指導の一環として薬物乱用防止教育等が行われていたが、法令上の根拠が明確で

なかったため、受刑者に対して指導を強く働きかけることが困難な状況にあり、

指導方法についても、講義方式が中心で指導対象者が受け身になりやすいなどの

問題点が指摘されていた。 

このようなことから、監獄法（明治 41年法律第 28号）が刑事施設及び受刑者

の処遇等に関する法律（平成 17 年法律第 50号。現在の刑事収容施設法）に改正

されて受刑者処遇の充実強化が図られ、その中で、刑事施設においては、被害者

感情の理解、心身の健康増進等を内容とする一般改善指導に加え、受刑者の各種

指導に関する訓令第５条第２項等の規定に基づき、特別改善指導（注）を実施す

ることとされたところである。このうち、麻薬、覚せい剤その他の薬物に対する

依存があると認められる受刑者については、特別改善指導の一つとして、薬物依

存離脱指導を実施することとされた。 

（注） 特定の事情を有することにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認め

られる受刑者に対し、その有する事情の改善を図る指導をいう。 

 

また、刑事施設の長は、受刑者の集団編成に関する訓令（平成 18年５月 23日

付け矯成訓第 3314 号）第４条の規定に基づき、受刑者ごとに、実施すべき矯正

処遇の種類及び内容並びに受刑者の属性及び犯罪傾向の進度を示す指標（以下

「処遇指標」という。）を指定することとされ、薬物依存離脱指導の対象者は、

「Ｒ１」と指定された受刑者（以下「Ｒ１指定者」という。）とされている。 

なお、刑事施設からの仮釈放者は、更生保護法第 40 条の規定に基づき、仮釈

放期間中は保護観察に付されることとされており、保護観察所においても、覚せ

い剤事犯者処遇プログラムにより覚せい剤事犯者に対する指導が実施されてい

る。 

 

（実践プログラムに基づく薬物依存離脱指導の実施） 

法務省は、薬物依存離脱指導の実施に当たって、各刑事施設に対して「改善指

導の標準プログラムについて」（平成 18年５月 23日付け矯成第 3350号矯正管区

長・行刑施設の長あて矯正局長依命通達）を発出し、薬物依存離脱指導に関する

指導項目、指導方法、指導時間数、指導期間、指導に当たって配慮すべき事項等

を定めた薬物依存離脱指導の標準プログラムを示している。 

また、各刑事施設では、受刑者の各種指導に関する訓令第６条及び第７条の規

定により、法務省が定める薬物依存離脱指導の標準プログラムに基づき、受刑者

の属性及び犯罪傾向の進度並びに指導に必要な知識及び技能を習得している職

員の数等の施設の実情を考慮して、それぞれ指導の目標、期間、単位時間、単元、
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項目等を定めた実践プログラムを作成した上で、これに基づき、薬物依存離脱指

導を実施することとされている。 

なお、標準プログラム等においては、薬物依存離脱指導の指導方法として、可

能な限りグループワーク（８人から 10人程度）とすることとされている。 

 

（犯罪傾向の進度に応じた受刑者及び刑事施設の区分） 

刑事施設に収容された受刑者については、上述のとおり、受刑者ごとに処遇

指標を指定することとされており、犯罪傾向の区分として、犯罪傾向が進んでい

ない「処遇指標Ａ」と指定される者（以下「Ａ指標受刑者」という。）と、犯罪

傾向が進んでいる「処遇指標Ｂ」と指定される者（以下「Ｂ指標受刑者」という。）

に区別されている。 

これらの処遇指標の判定基準については、「受刑者の集団編成に関する訓令の

運用について」（平成 18年５月 23日付け矯成第 3315号矯正管区長・矯正施設の

長あて矯正局長依命通達）において、①児童自立支援施設又は少年院の収容歴が

１回以内で、かつ、受刑のために刑事施設等に入所したことがないこと、②最近

１年以内に著しい薬物等の依存が認められないこと等の基準のすべてに該当す

る者をＡ指標受刑者とし、それ以外の者をＢ指標受刑者とすることとされてい

る。 

一方、刑事施設は、受刑者の集団編成に関する訓令第 7条の規定に基づき、施

設ごとに、受刑者の処遇指標に対応する処遇区分が指定されており、ⅰ）原則的

にＡ指標受刑者に対する処遇を実施する施設（以下「Ａ指標施設」という。）、ⅱ）

原則的にＢ指標受刑者に対する処遇を実施する施設（以下「Ｂ指標施設」とい

う。）、ⅲ）Ａ指標受刑者及びＢ指標受刑者に対する処遇を実施する施設の３種類

に区別されている。 

 

（Ｒ１指定者に対する早期の薬物依存離脱指導の重要性） 

薬物乱用者に対する処遇については、「法務総合研究所研究部報告 27」におい

て、できるだけ早期に開始することが効果的であるとされているところである。

同様に、「平成 21 年版犯罪白書」（法務省）においても、覚せい剤取締法違反に

よる刑事施設への入所が初めての者は、改善更生の余地を十分に残している者も

比較的多いことから、これらの者に対して有効な再犯防止対策を講じることが刑

事政策上重要であるとされている。 

 

【調査結果】 

今回、調査した 13 刑事施設（Ａ指標施設７施設（刑務所４施設、拘置所３施

設）、Ｂ指標施設４施設（４刑務所）、Ａ指標受刑者及びＢ指標受刑者に対する処

遇を実施する施設２施設（２刑務所））における、薬物依存離脱指導の実施状況

を調査した結果、次のような状況がみられた。 

13刑事施設における、平成 20年に出所したＲ１指定者 1,440人（他施設へ移
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送された者は除く。）についての薬物依存離脱指導の実施率をみると、実施率

100％を達成しているものは４施設のみで、13施設全体の実施率は 51.0％にとど

まっており、20 年の 1 年間で、薬物依存離脱指導を受けないまま施設を出所し

た者が、９施設合計で 706人（49.0％）みられた。 

このうち、Ａ指標施設７施設における薬物依存離脱指導の実施率をみると、

実施率 100％を達成しているものは３施設のみで、７施設全体の実施率は 74.2％

にとどまっており、平成 20年の 1年間で、薬物依存離脱指導を受けないまま施

設を出所した者が、４施設合計で 96 人（25.8％）みられた。 

このように、調査した 13刑事施設においては、薬物依存が認められ、Ｒ１指

定者とされているにもかかわらず、薬物依存離脱指導を受けないまま出所する

受刑者が多数みられる状況となっている。 

しかし、特に薬物乱用の早期段階にある者が多いとみられるＡ指標受刑者に

ついては、Ｂ指標受刑者に比べて改善更生の可能性が期待できることから、薬

物の害悪や依存性をしっかりと認識させるとともに、薬物依存に至った自己の

問題性を理解させ、再び薬物を乱用しないための具体的な方法を考えさせるこ

とが重要であり、重い疾病又は障害などにより指導が困難な者を除き、確実に

薬物依存離脱指導が行われる必要があると考えられる。 

また、調査した 13 刑事施設においては、薬物依存離脱指導が実施されずに仮

釈放となったＡ指標受刑者について、薬物の再乱用防止に関する指導の実施を

保護観察所に対して通知するなどの対応は行っていない（後述１(3)参照）。 

これらのＡ指標受刑者については、刑事施設と保護観察所が連携を図り、刑

事施設から保護観察所に対し、当該受刑者の薬物依存離脱指導の未実施につい

て通知するなどして、原則として、少なくともいずれかの機関において薬物の

再乱用防止に関するプログラムによる指導の実施を確保することが必要であ

る。 

一方、Ｂ指標施設４施設についてみると、Ｒ１指定者数（平成 20年末現在）

が 500人以上と多い施設が３施設あり、４施設全体の平成 20年に出所したＲ１

指定者に対する薬物依存離脱指導の実施率は 32.0％にとどまっている。しかし

ながら、これらの施設の中には、ⅰ）おおむね８人から 10人程度で実施するこ

ととされているグループワークの人数について、指導対象者の主体性を重視す

るとの理由から３人ないし５人と少なく設定している例や、ⅱ）指導対象者を

仮釈放となる可能性が高い者に限定し、１クール５週間のグループワークを年

間３クールしか実施しておらず、グループワークが長期間未実施となっている

例がみられた。 

これらについては、グループワークの人数の見直しや指導対象者の拡大によ

る年間実施クール数の増加などにより、指導の実施率の向上を図る余地がある

と考えられる。 
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【所見】 

したがって、法務省は、刑事施設における薬物事犯者に対する薬物依存離脱

指導の徹底を図る観点から、次の措置を講ずる必要がある。 

① Ｒ１指定者のうちＡ指標受刑者については、原則として、薬物依存離脱指

導を全員に対して実施すること。 

なお、仮釈放により薬物依存離脱指導の実施が困難となったＡ指標受刑者

については、刑事施設から保護観察所に対し、当該受刑者の薬物依存離脱指

導の未実施について通知するなどして、原則として、少なくともいずれかの

機関において薬物の再乱用防止に関する指導の実施を確保できるようにする

こと。 

② Ｒ１指定者のうちＢ指標受刑者についても、薬物依存離脱指導の実施方法

を見直すなどにより、可能な限り、指導の実施率の向上に努めること。 
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（説明） 

 

表１－(2)－① 矯正処遇の種類に応じた処遇指標に関する規定 

○ 受刑者の集団編成に関する訓令（平成 18年５月 23日付け矯成訓 3314号法務大臣訓令） 

＜抜粋＞ 

 

（処遇指標の指定） 

第４条 受刑者には、処遇指標（受刑者に実施すべき矯正処遇の種類及び内容並びに受刑者の属

性及び犯罪傾向の進度を示す指標をいう。以下同じ。）を指定するものとする。 

２ 処遇指標の区分及び符号は、別表のとおりとする。 

３ 処遇指標は、受刑者ごとに、刑事施設の長が指定する。 

 

   別表 処遇指標の区分及び符号 

     

１ 矯正処遇の種類及び内容  

種 類 内  容 符号 

作 業 
一 般 作 業  Ｖ０ 

職 業 訓 練  Ｖ１ 

改善指導 

一般改善指導 Ｒ０ 

特別改善指
導 

薬物依存離脱指導 Ｒ１ 

暴力団離脱指導 Ｒ２ 

性犯罪再犯防止指導 Ｒ３ 

被害者の視点を取り入れた教育 Ｒ４ 

交通安全指導 Ｒ５ 

就労支援指導 Ｒ６ 

教科指導 
補習教科指導 Ｅ１ 

特別教科指導 Ｅ２ 

 

２～３（略） 

 

（注）下線は当省が付した。 
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表１－(2)－② 薬物依存離脱指導の実践プログラム及び標準プログラムに関する規定   

○ 改善指導の標準プログラムについて（平成 18年５月 23日付け法務省矯成第 3350号矯正管区長・

行刑施設の長あて矯正局長依命通達） ＜抜粋＞ 

 

○ 別紙１ 薬物依存離脱指導の標準プログラム 

 

１ 指導の目標 

薬物依存の認識及び薬物使用に係る自分の問題を理解させた上で、今後薬物に手を出さずに

生活していく決意を固めさせ、再使用に至らないための具体的な方法を考えさせること。 

２ 対象者 

麻薬、覚せい剤その他の薬物に対する依存がある者とすること。 

３ 指導項目 

おおむね、以下の項目について指導すること。 

(1) 薬物の薬理作用と依存症 

(2) 薬物を使用していたときの状況 

(3) 薬物使用に関する自己洞察 

(4) 薬物使用の影響 

(5) 薬物依存からの回復 

(6) 薬物依存離脱に関する今後の決意 

(7) 再使用防止のための方策 

(8) 出所後の生活の留意事項と社会資源の活用 

４  指導方法 

(1) 可能な限りグループワークとするが、講義、視聴覚教材視聴、課題学習、討議、個別面接

等の方法を適宜組み合わせて行うこと。 

(2) グループワークを実施するに当たっては、適切な指導者の指導の下、受刑者に自らの薬物

乱用の経験や影響等について自主的に話し合わせることを通じて、薬物に手を出さずに生活

していくための具体的な方法を考えさせるよう努めること。 

５ 指導を行う者 

  (1) 職員 

 (2) 民間協力者 

   ア 薬物依存からの回復を目指す民間自助団体の協力を得るよう努めること。 

イ 医師や薬剤師等の医療関係者、警察関係者等、薬物問題に関する専門家等の協力を得る

よう努めること。 

６  指導時間数、頻度及び期間 

各刑事施設の実情に応じ、また、対象者の資質及び指導の効果等を考慮して、おおむね、以

下を目安に実施すること。 

(1) 指導時間数 

  １単元 50分、12 単元を標準とすること。 

(2) 頻度 

    各単元ごとに適当な間隔を空けること。 

(3) 期間 

    ３か月から６か月を標準とすること。 

７ 指導に当たって配慮すべき事項 

(1) 具体的な指導内容及び方法については、別表「薬物依存離脱指導カリキュラム」を基準と

すること。 

(2) 民間自助団体の協力を得た指導が当面実施できない場合においても、講義や視聴覚教材の

視聴等の受動的な指導に偏ることなく、意見発表、討議等の受刑者自身に考えさせる方法を

積極的に取り入れたり、民間自助団体、専門機関等に職員を派遣して職員の指導力の向上を

図り、及び当該団体等との連携を図るなど、指導内容及び方法の充実に配慮すること。 
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別表  薬物依存離脱指導カリキュラム 

項 目 指 導 内 容  方 法 

オリエンテーショ
ン 

受講の目的と意義を理解させる。 
（カリキュラムの説明、動機付け） 

・講義 
・薬物使用チェックリ 
スト作成 

薬物の薬理作用と
依存症 

薬物の薬理作用と依存状態が形成される過
程、回復のための方法など薬物依存症につい
て理解させる。 

・講義 
・視聴覚教材の視聴 

薬物を使用してい
たときの状況 

グループワークの方法を説明し、共通する
問題を全員で真しに考える構えを持たせる。
薬物を使用していたときの状態を振り返らせ
る。 

・視聴覚教材の視聴 
・グループワーク 

薬物使用に関する
自己洞察 

どんなときに薬物を使用していたのかを考
えさせ、薬物に依存する背景を明確にし、自
己理解を深めさせる。 

・グループワーク 

薬物使用の影響 
 

薬物使用の良いところばかりでなく、周り
に掛けた迷惑や引き起こした問題、社会的責
任など、薬物使用以外にも問題点があること
に気付かせ、罪障感を喚起する。 

・視聴覚教材の視聴 
・グループワーク 

薬物依存からの回
復 

依存症の認識と再使用を防止するための方
策を考える姿勢を持たせる。やめ続けること
に成功した人たちとその活動について紹介
し、依存症からの回復への希望を持たせる。 

・視聴覚教材の視聴 
・講話 
・グループワーク 
・読書指導 

薬物依存離脱に関
する今後の決意 

薬物使用の損得について具体的かつ現実的
に考えさせ、薬物使用と自分自身のこれから
の人生に関する洞察を深めさせる。 

・グループワーク 

再使用防止のため
の方策（危機場面に
ついて） 

再使用防止の方策を考える第一段階として
①再使用のおそれのある場面や状況、②薬物
に頼りたくなる場面や状況を具体的に考え
る。 

・グループワーク 

再使用防止のため
の方策（対処スキル
について） 

再使用のおそれのある場面や状況に関し、
①薬物に頼らずに回避する方法、②その方法
を身に付けるためにはどうすればよいかを考
える。 

・グループワーク 
・ＳＳＴ 

出所後の生活の留
意事項と社会資源
の活用 

出所後の留意事項について注意を喚起する
とともに、民間自助グループの活動について
情報提供する。 

・講義 
・視聴覚教材の視聴 

 

○ 受刑者の各種指導に関する訓令 ＜抜粋＞ 

 
（実践プログラム） 
第６条 特別改善指導は、実践プログラム（受刑者の属性及び犯罪傾向の進度、指導に必要な知識
及び技能を習得している職員の数、民間の篤志家等による協力の状況その他の刑事施設の実情を
考慮して定める各種指導のプログラムをいう。以下同じ。）に基づき行うものとする。 

２ 実践プログラムは、特別改善指導の種類ごとに、刑事施設の長が定める。ただし、刑事施設の
長は、必要があると認めるときは、その種類を細分し、その細分ごとに実践プログラムを定める
ことができる。 

３ 実践プログラムの内容は、指導計画（実践プログラムごとの指導の目標、期間、単位時間、単
元、項目、内容、方法、指導者等を定める計画をいう。以下同じ。）及び指導案（単元ごとに作成
する具体的な指導内容等を定めるものをいう。以下同じ。）とする。 

４～６ （略） 
（標準プログラム） 
第７条 特別改善指導の実践プログラムは、標準プログラム（実践プログラムの標準となるプログ
ラムをいう。以下同じ。）に基づき作成するものとする。 

２ 標準プログラムは、特別改善指導の種類ごとに、矯正局長が定める。 

（注）下線は当省が付した。  
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表１－(2)－③ 犯罪傾向の進度に応じた受刑者の処遇指標及び刑事施設の処遇区分に関する規定 

○ 受刑者の集団編成に関する訓令 ＜抜粋＞ 
 
（処遇指標の指定） 
第４条 受刑者には、処遇指標（受刑者に実施すべき矯正処遇の種類及び内容並びに受刑者の属
性及び犯罪傾向の進度を示す指標をいう。以下同じ。）を指定するものとする。 

２ 処遇指標の区分及び符号は、別表のとおりとする。 
３ 処遇指標は、受刑者ごとに、刑事施設の長が指定する。  
第５条、第６条 （略） 
（処遇区分の指定等） 
第７条 刑事施設及び少年法（昭和 23年法律第 168号）第 56条第３項の規定により刑の執行を受

ける受刑者を収容する少年院（以下「刑事施設等」という。）には、処遇指標に対応する処遇
区分（刑事施設において実施することができる矯正処遇の種類及び内容並びに刑事施設等にお
いて収容することができる属性及び犯罪傾向の進度の区分をいう。以下同じ。）を指定するも
のとする。 

２ 処遇区分は、刑事施設ごとに、矯正局長が定める。 
３ 前項の規定にかかわらず、矯正管区の長は、特に必要と認める場合には、矯正局長の認可を
受けて、その管轄区域内の刑事施設等の一部について、異なる処遇区分を指定することができ
る。 

 （以下略） 
 
   別表 処遇指標の区分及び符号 
 
    １、２ (略) 

３ 犯罪傾向の進度 

犯罪傾向の進度 符号 

犯罪傾向が進んでいない者 Ａ 

犯罪傾向が進んでいる者 Ｂ 

 
 
○ 受刑者の集団編成に関する訓令の運用について（平成 18 年５月 23 日付け矯成第 3315 号矯正管
区長・矯正施設の長あて矯正局長依命通達） ＜抜粋＞ 
 
１ （略） 
２ 処遇指標の判定基準（訓令第５条関係） 
(1)、(2) （略） 
(3) 犯罪傾向の進度の判定基準は、別表２のとおりとすること。 
３ （略） 
４ 刑事施設等の処遇区分（訓令第７条関係） 
  処遇区分は、別表３のとおりとすること。 
 
別表１ （略） 
別表２ 犯罪傾向の進度の判定基準 

着 眼点 Ａ 指 標 Ｂ 指 標 

施設収容歴 

 児童自立支援施設又は少年院の収容
歴が１回以内で、かつ、受刑のために
刑事施設等に入所したことがないか、
又は受刑のために刑事施設等に入所し
たことがあっても、出所から５年以上
を経過しており、その間、悪質な犯罪
行為が認められない。 

 児童自立支援施設若しくは少年院の
収容歴が２回以上あり、又は受刑のため
に刑事施設等に入所したことがあり、か
つ、最近の出院若しくは出所から５年を
経過していないか、又は５年以上を経過
してはいるが、その間、悪質な犯罪行為
が認められる。 
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反社会性集団
への所属性 

 どのような反社会性集団にも所属し
たことがない、又は反社会性集団に所
属したことはあるが、周辺的構成員で
あり、かつ、所属期間が１年未満であ
る。 

 反社会性集団の中心的構成員である
か、又は同集団の周辺的構成員である
が、所属期間が１年以上である。 

犯行の態様  犯行が偶発的又は機会的である。  犯行が習慣的又は計画的である。 

習癖と生活態
度 

 最近１年以内に、著しい薬物、アル
コール等の依存、放浪・徒食癖が認め
られない。 

 最近１年以内に、著しい薬物、アル
コール等の依存、放浪・徒食癖が認め
られる。 

（使用要領） 
１ 犯罪傾向の進度に係る判定は、本表のすべてのＡ指標に該当する者をＡと判定し、また、本
表の１以上のＢ指標に該当する者をＢと判定すること。（以下略） 

 
別表３、４（略） 
 

（注）下線は当省が付した。 
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表１－(2)－④ 「犯罪白書」における刑事施設への初入者（覚せい剤事犯者）に対して薬物依存離

脱指導等の再犯防止策を講じることの重要性に関する記述 

○ 平成 21年版犯罪白書（法務省） ＜抜粋＞ 

第７編 再犯防止施策の充実 

 第３章 窃盗・覚せい剤事犯に係る再犯の実態 

  第２節 受刑者と再犯 

   １ 調査の概要 

     前節の冒頭に記したように、窃盗及び覚せい剤取締法違反は、再犯性が高く、また、これ

らの犯罪を繰り返す者の多くは、初回の裁判では執行猶予の判決を受け、２回目の裁判で実

刑判決を受けている（略）。 

     これらの犯罪により受刑するに至った者について見ると、初入者（刑事施設への入所度数

が１度の者をいう。以下、この節において同じ。）と比べ、２入者（刑事施設への入所度数

が２度の者をいう。以下、この節において同じ。）の５年内再入率は顕著に高く、２入者の

うち半数以上が５年以内に再び受刑している（略）。こうした実態を踏まえ、また、初入者

には、改善更生の余地を十分に残している者も比較的多いことも考慮すると、これらの犯罪

による初入者を再び刑事施設に入所させないように有効な再犯防止策を講じることは、刑事

政策上、重要であるし、大きな意義もあるといえる。 

     そこで、今回、窃盗及び覚せい剤取締法違反の初入者及び２入者を対象として、受刑にま

で至った者の問題性を分析することを目的として、（略）犯罪に至った動機・原因、背景事

情、生活状況、対象者の意識等について特別調査を行った。（略） 

２ （略） 

３ 覚せい剤受刑者 

 (1)～(4) （略） 

    (5) 改善更生のための処遇等に関する意識（２入者） 

      7-3-2-3-15 図は、２入者に限って、初入時に受けていれば更生に役立ったと考える助

言・指導等についての回答結果を、男女別に選択率の高い順（上位８項目）に見たもので

ある。 

      男女共に、平成 18 年度に導入された特別改善指導である「薬物依存離脱指導」を挙げ

た者が最も多く、「薬物依存離脱指導」に対する覚せい剤受刑者の関心や期待の高さを反

映しているものとみられる。（以下略）               

 

 

(注）１ 法務総合研究所の調査による。 

   ２ それぞれの項目について該当すると回答（複数回答）した者の比率を見たものである。 

   ３ ２入者に限る。 

   ４ （ ）内は、実人員である。 

（注）下線は当省が付した。  

0 10 20 30 40 50

薬物依存離脱指導

就職のこと

職業訓練や資格・免許の取得

交友関係

家族関係

学習・通信教育

不良集団からの離脱

住居のこと

0 10 20 30 40 50

薬物依存離脱指導

職業訓練や資格・免許の取得

家族関係

就職のこと

交友関係

学習・通信教育

福祉関係

異性関係

② 女子（91 人）

  

 

 

① 男子（175人）    
（％） （％） 

7-3-2-3-15図 更生に役立つと思う助言・指導等（男女別） 
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表１－(2)－⑤ 13刑事施設における薬物依存離脱指導の実施率等 

                                    （単位：人、％） 

刑事施設名等  

Ｒ１指
定者数 

平成 20
年 に 出
所 し た
Ｒ １ 指
定 者 数  
（ａ） 

a のうち
指 導 実
施 者 数 
 
 
（ｂ） 

a のうち
指導未実
施 者 数 
 
 

 

薬物依
存離脱
指導の
実施率 

 
(ｂ/ａ) 

Ａ指標 
施 設 

Ａ 指 標
刑 務 所 松 山 刑 務 所  106  45  19  26  42.2  

社会復帰促
進センター 

喜連川社会復帰
促進センター 301  58  37  21  63.8  

播磨社会復帰 
促進センター 207  34  34  0  100  

少年刑務所 川越少年刑務所 192  85  37  48  43.5  

拘 置 所
  

東 京 拘 置 所  56  39  39  0  100  

大 阪 拘 置 所  49  100  100  0  100  

福 岡 拘 置 所  13  11  10  1  90.9  

小  計 924  372  276  96 74.2  

Ｂ指標 
施 設 

Ｂ 指 標   
刑 務 所 

札 幌 刑 務 所  585  152  24  128 15.8  

名古屋刑務所  741  343  187  156 54.5  

福 岡 刑 務 所  598  362  52  310 14.4  

少年刑務所 盛岡少年刑務所 90  37  23  14 62.2  

小  計 2,014  894  286  608 32.0  

Ａ指標受刑
者及びＢ指
標受刑者に
対する処遇
を実施する
施設 

女子刑務所 
栃 木 刑 務 所  170  105  103  2 98.1  

岩 国 刑 務 所  173  69  69  0 100  

小  計 343  174  172  2 98.9  

合   計 3,281 1,440 734  706  51.0  

（注）１ 当省の調査結果による。 
２ 「Ｒ1指定者数」は、平成 20年末現在のものである。 
３ 「平成 20年に出所したＲ１指定者数」は、Ｒ１指定者で、平成 20年に満期釈放又は 
仮釈放により出所した者の数であり、他の刑事施設に移送された者は含まない。 
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表１－(2)－⑥ Ｂ指標施設において薬物依存離脱指導の実施率向上のための改善の余地がある例 

刑事施設名 
薬物依存離脱
指導の実施率 

実践プログラム
の内容等 

事 例 の 概 要  

札幌刑務所 15.8％ 
（平成 20 年に
出所したＲ 1
指定者 152 人
中 128 人に指
導を未実施） 

90分×５単元 
４か月 
１クール３人～
５人 

グループワークの人数について、標準プログラ
ムには特段の定めはないが、法務省では、「６人
～12 人程度の少人数集団であることが望まし
い。」とする専門家の知見に基づき、おおむね８
人～10 人程度の小集団とするよう、研修の機会
等を利用して各刑事施設に対して指導を行って
いる。 

しかし、札幌刑務所では、外部講師（民間リハ
ビリ施設職員）との協議の結果、「グループの人
数が多いと、指導対象者が傍観者的になり、主体
的な参加ができない。」として、グループワーク
の人数を３人～５人と少なく設定している。 

このため、同刑務所では、Ｒ１指定者数が多い
（平成 20 年末現在 585 人）にもかかわらず、現
行の指導方法（４クール同時並行で年間 12 クー
ル実施）は、年間最大でも 60 人に対してしか指
導できないものとなっており、多くのＲ１指定者
が薬物依存離脱指導を受けず出所している。 

福岡刑務所 14.4％ 
（平成 20 年に
出所したＲ１
指定者 362 人
中 310 人に指
導を未実施） 

Ａコース： 
60分×12単元 
６か月 
１クール 10人 
Ｂコース： 
60分×５単元 
５週間 
１クール７人 

福岡刑務所では、Ａコース及びＢコースの２種
類のグループワークによる指導を並行実施して
いる。 
しかし、このうち、Ｂコース（１クール５週間）

については、指導対象者を仮釈放となる可能性が
高い者に限定しているため、平成 20 年度の指導
実績は、３クール 21 人にとどまっており、指導
を行っていない期間が約８か月生じている。 
福岡刑務所では、現在の職員体制を強化しなく

とも、Ｂコースの指導対象者を上記以外の者にも
拡大し、実施クール数を増加させることは十分可
能であると説明している。 

（注）  当省の調査結果による。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


